
 

福島県後期高齢者医療広域連合職員公舎規則 

（平成１９年４月１日規則１８号） 

最終改正：平成２２年３月２３日規則第２号 

 （この規則の趣旨） 

第１条 広域連合が職員に使用させる公舎の維持及び管理に関しては、法令に

別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。 

 （用語の意義） 

第２条 この規則で「公舎」とは、職員及び主としてその収入により生計を維

持する者を居住させるために広域連合が借受けの方法により設置する居住用

の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設及び設備

をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。 

 （設置の目的） 

第３条 公舎は、職員の職務の能率的な遂行を確保し、広域連合の事務及び事

業の円滑な運営に資する目的をもつて、職員のために設置する。 

 （公舎管理責任者） 

第４条 公舎の維持及び管理に関する事務を処理させるため、公舎管理責任者

をおく。 

２ 公舎管理責任者は、福島県後期高齢者医療広域連合事務局長とする。 

 （公舎台帳） 

第５条 公舎管理責任者は、公舎台帳（第１号様式）を備え、公舎の維持及び

管理に関して必要な事項を記載しなければならない。 

 （入居状況の報告） 

第６条 公舎管理責任者は、その管理にかかる公舎の入居状況について、毎年

５月１日及び１１月１日現在により職員公舎入居状況報告書（第１号様式の

２）を作成し、それぞれ５月１０日及び１１月１０日までに福島県後期高齢

者医療広域連合長に提出しなければならない。 

 （公舎の使用の承認の申請等） 

第７条 公舎を使用することを希望する職員は、公舎使用承認申請書（第２号

様式）を公舎管理責任者に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 公舎管理責任者は、公舎の使用を承認したときは、公舎使用承認書（第３

号様式）を交付するものとする。 

 （入居期限） 

第８条 公舎の使用の承認を受けた職員は、公舎使用承認書に記載された入居

期限までに当該公舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない事由

がある場合において、公舎管理責任者の承認を受けたときは、この限りでな

い。 

２ 公舎管理責任者は、公舎の使用の承認を受けた職員が前項の規定による入

居期限（同項ただし書の規定による公舎管理責任者の承認にかかる延期後の



 

入居期限を含む。）までに当該公舎に入居しないときは、その承認を取り消す

ものとする。 

 （入居届等の提出） 

第９条 公舎の使用の承認を受けた職員は、公舎に入居したときは、入居の日

から５日以内に入居届（第４号様式）及び誓約書（第５号様式）を公舎管理

責任者に提出しなければならない。 

 （入居料の納入） 

第１０条 公舎を使用する者（使用の承認を受けて公舎を使用する職員及び第

２５条第１項の規定の適用を受ける同居者をいう。以下「使用者」という。）

は、入居料を納めなければならない。 

 （入居料の月額） 

第１１条 入居料の月額は、次条から第１４条までの規定により算定した額（そ

の額に１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

２ 月の中途で入居し又は退居した場合におけるその月分の入居料は、その実

使用日数に応じ、日割りにより計算した額とする。 

 （入居料の算定方法） 

第１２条 入居料は、次の表に掲げる構造及び延べ面積（当該公舎のうち家屋

又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。）の区分に応じ、

同表に掲げる１平方メートル当たりの基準使用料に当該公舎の延べ面積（そ

の面積に１平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面

積とする。）を乗じて算定する。 

構造 延べ面積 １平方メートル当たりの基準使用料 

８０平方メートル未満 １９０円 木造 

８０平方メートル以上 ２２０円 

非木造  ２７７円 

 （経過年数による入居料の調整） 

第１３条 その建築後別表第１に掲げる構造の区分に応じ同表に掲げる年数を

経過することとなる公舎の入居料は、第１２条の規定にかかわらず、同表に

掲げる年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度

から、それぞれ同表に掲げる額を第１２条の規定により算定した額（以下「基

準入居料」という。）から控除して算定する。 

 （入居料の最低限度額） 

第１４条 第１２条及び第１３条の規定により算定した公舎の入居料の月額が

５，８９０円に満たないときは、当該公舎の入居料は、５，８９０円とする。 

 （入居料の納入の期限及び方法） 

第１５条 入居料は、毎月２５日（その日が民法（明治２９年法律第８９号）

第１４２条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日）

までに納入通知書により、その月分を納めなければならない。ただし、月の

中途で入居した場合においては、納入通知書に定める日までに納めなければ



 

ならない。 

 （入居料にかかる納入通知書の発行の方法等） 

第１６条 入居料については、毎年４月（年度の中途で入居した者については、

当該入居の月）にその年度内の各月別の納入通知書を一括して発行すること

があるものとする。 

２ 前項の規定により年度内の各月別の納入通知書を一括して発行した場合に

おいて、その年度の中途で、入居料の額を変更し、又は使用者が退居し、若

しくは転居したときは、当該納入通知書のうちこれらの事由の生じた月以後

の分（月の末日に退居し、又は転居した場合におけるその月の分の納入通知

書を除く。）は、無効とする。 

 （使用者の保管義務） 

第１７条 使用者は、善良な管理者の注意をもって、その使用にかかる公舎を

正常な状態において維持し、及び使用しなければならない。 

 （転貸等の禁止） 

第１８条 使用者は、その使用にかかる公舎の全部若しくは一部を他の者に貸

し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。 

２ 使用者は、その使用にかかる公舎を居住の用以外の用に供してはならない。 

 （増築等の禁止） 

第１９条 使用者は、その使用にかかる公舎について、増築、改造、模様替え

その他の工事をし、又はこれに工作物その他の施設を設置してはならない。 

 （親族以外の同居の禁止） 

第２０条 使用者は、その使用にかかる公舎に、主としてその収入により生計

を維持する者以外の者を同居させてはならない。 

 （原状回復等の義務） 

第２１条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、その使用にかかる公舎

を減失し、又は損傷したときは、遅滞なく、その旨を公舎管理責任者に報告

するとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならな

い。 

 （維持費の負担） 

第２２条 公舎の維持及び管理に関し通常必要とする費用のうち次の各号に掲

げる費用は、使用者の負担とする。ただし、当該使用者の職務に関連して通

常必要とする費用（専ら使用者の私用にかかるものを除く。）その他別に定め

る費用で、使用者に負担させることが適当でないと認められるものについて

は、予算の範囲内において、その全部又は一部を広域連合が負担する。 

(1) 壁及び戸、障子、ふすまその他の造作の部分的修繕に要する費用 

(2) 障子、ふすま等の張替え及びガラスの取替えに要する費用 

(3) 電気料、水道料及びガス使用料 

(4) 汚物、じんかい等の処理に要する費用 

(5) その他使用者において公舎使用上通常必要とする費用 

 （公舎の明渡しの命令等） 



 

第２３条 公舎管理責任者は、使用者が次の各号の１に該当するときは、その

使用にかかる公舎の明渡しを命ずるものとする。 

(1) 虚偽の申立てその他不正の行為により使用の承認を受けたとき。 

(2) 入居料を３月以上滞納したとき。 

２ 公舎管理責任者は、使用者が次の各号の１に該当するときは期限を付して

その是正を命ずるものとし、その期限までに是正措置が講じられない場合に

おいてはその使用にかかる公舎の明渡しを命ずるものとする。 

(1) 第９条、第１７条、第１８条第１項若しくは第２項、第１９条第１項、

第２０条第１項又は第２１条の規定に違反したとき。 

(2) 前条の規定による公舎管理責任者の命令に従わないとき。 

 （公舎の明渡し等） 

第２４条 使用の承認を受けて公舎を使用する職員が次の各号のいずれかに該

当することとなった場合においては、その職員(その職員が第２号の規定に該

当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその職

員と同居していた者)は、その該当することとなった日から起算して２１日以

内に当該公舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合

には、公舎管理責任者の承認を受けて、その該当することとなった日から、

６月の範囲内において公舎管理責任者の指定する期間、引き続き当該公舎を

使用することができる。 

(1) 職員でなくなったとき（広域連合長が別に定める場合を除く。）。 

(2) 死亡したとき。 

(3) 前条第 1項又は第２項の規定により公舎の明渡しを命じられたとき。 

２ 前項本文の規定により公舎を明け渡さなければならない者が同項ただし書

の規定により引き続き当該公舎を使用しようとするときは、同項本文に規定

する期限までにその事由その他参考となるべき事項を記載した公舎明渡猶予

申請書（第６号様式）を公舎管理責任者に提出して、その承認を受けなけれ

ばならない。 

３ 公舎管理責任者は、公舎明渡猶予申請書の提出があつた場合において、そ

の事由が相当であると認めるときは広域連合の事務又は事業の運営に支障を

及ぼさない範囲内において、かつ、第１項に規定する期間の範囲内において、

当該公舎を明け渡すべき日を指定して、これを承認するものとする。 

 （公舎を明け渡さない場合における損害賠償金の予定） 

第２５条 使用者は、前条第１項の規定に違反してその使用にかかる公舎を明

け渡さないときは、同項の規定による明渡期限の翌日から明渡しの日までの

期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、そ

の損害賠償金の額は、当該公舎の当該期間に応ずる入居料の額の３倍に相当

する額とする。 

 （退去届及び受検） 

第２６条 使用者は、その使用にかかる公舎を明け渡そうとするときは、明渡

しの日の５日前までに退居届（第７号様式）を公舎管理責任者に提出しなけ



 

ればならない。 

２ 使用者は、その使用にかかる公舎を明け渡すときは、当該公舎の現状につ

いて公舎管理責任者の指定する職員の検査を受けなければならない。 

 （この規則に定めのない事項） 

第２７条 公舎の維持及び管理に関してこの規則に定めのない事項については、

福島県後期高齢者医療広域連合財務規則（平成１９年福島県後期高齢者医療

広域連合規則第８号）の定めるところによる。 

附 則 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日規則１号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年３月２４日規則４号） 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年３月２３日規則２号） 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第１３条関係） 

構造 年数 控除額 

１０年 基準入居料の１００分の１０に相当する額

２０年 基準入居料の１００分の３０に相当する額

木造 

３０年 基準入居料の１００分の５０に相当する額

１０年 基準入居料の１００分の５に相当する額 

２０年 基準入居料の１００分の１５に相当する額

３０年 基準入居料の１００分の２５に相当する額

４０年 基準入居料の１００分の３５に相当する額

５０年 基準入居料の１００分の４５に相当する額

非木造 

６０年 基準入居料の１００分の５０に相当する額

備考 １ 公舎の建築年次が不明な場合は、公舎管理責任者の定めるところに

よる。 

２ 増築その他の事由により公舎の家屋又は家屋の部分に建築年次の異

なる部分がある場合は、これらの部分のうち、その床面積が最大のも

のの建築年次をもつて当該公舎の建築年次とする。 

 


